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芦別市環境審議会

募 集 内 容

環境基本条例及び環境基本計画に基づき、
環境の保全などに関する基本的な事項や
具体的な事業について審議をしていただ
くほか、市長に対して意見を述べること
ができます

募 集 人 員 ６人（委員総数20人以内）

応 募 資 格

①10月１日現在で満18歳以上のかた
②市内に居住、または在勤、在学のかた
③応募日現在、本市の他の審議会などの
委員を３つ以上兼ねていないかた

委員の任期

（ 予 定 ）

平成21年10月１日～
平成23年９月30日（年２回程度予定）

募 集 期 限 ７月31日（金）

選 考 方 法
選考委員会が書類選考により決定し、後
日、本人に通知します

報 酬 な ど 条例に基づく報酬と交通費を支給します

開 催 日 時 平日の午後６時から８時を予定

問い合わせ
電子メール

市まちづくり推進係
kikaku@city .ash ibetsu .hokka ido . jp

芦別市都市計画審議会

募 集 内 容

都市計画行政の円滑な運営を図るため、

本市が定める都市計画に関することや、

本市が提出する都市計画の意見に関する

ことなどについて審議していただきます

募 集 人 員 ２人（委員総数10人以内）

応 募 資 格

①８月１日現在で満18歳以上のかた

②市内に居住、または在勤、在学のかた

③応募日現在、本市の他の審議会などの

委員を３つ以上兼ねていないかた

委員の任期
平成21年８月１日～

平成23年７月31日（年２回程度予定）

募 集 期 限 ７月21日（火）

選 考 方 法
選考委員会が書類選考により決定し、後

日、本人に通知します

報 酬 な ど 条例に基づく報酬と交通費を支給します

開 催 日 時 平日の午後６時から８時を予定

問い合わせ

電子メール

市土木係

doboku@city .ash ibetsu .hokka ido . jp

芦別市地域新エネルギー・省エネル
ギービジョン策定委員会

募 集 内 容

本市の新エネルギー及び省エネルギー導

入の指針となる「芦別市地域新エネル

ギー・省エネルギービジョン」の策定に

ついて審議していただきます

募 集 人 員 ２人（委員総数11人以内）

応 募 資 格

①７月１日現在で満18歳以上のかた

②市内に居住、または在勤、在学のかた

③応募日現在、本市の他の審議会などの

委員を３つ以上兼ねていないかた

委員の任期
委嘱の日から平成22年２月28日まで（全
５回。うち１回は道外の先進地視察を行
う予定）

募 集 期 限 ７月21日（火）

選 考 方 法
選考委員会が書類選考により決定し、後
日、本人に通知します

報 酬 な ど 市の制度に基づく報酬と交通費を支給します

開 催 日 時 平日の午後２時から４時を予定

問い合わせ

電子メール

市商工観光係

syoukou@city.ashibetsu.hokkaido.jp

高齢者保健福祉計画等推進協議会
（再公募）

募 集 内 容

高齢者に対する福祉施策や介護保険事業

の推進を図るため、市が平成21年３月に

策定した「第４期芦別市高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画」の考察などを

行っていただきます

募 集 人 員 ２人以内（委員総数13人以内）

応 募 資 格

①８月１日現在で満20歳以上のかた

②市内に居住、または在勤、在学のかた

③応募日現在、本市の他の審議会などの

委員を３つ以上兼ねていないかた

委員の任期
平成21年８月１日～

平成23年７月31日（年２回程度予定）

募 集 期 限 ７月16日（木）

選 考 方 法
選考委員会が書類選考により決定し、後

日、本人に通知します

報 酬 な ど 条例に基づく報酬と交通費を支給します

開 催 日 時 平日の午後６時から８時を予定

問い合わせ

電子メール

市福祉係

fukush i@c ity .ash ibetsu .hokka ido . jp

「市民参加と協働」に関する情報コーナー
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所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、持参か郵送、またはファクシミリ、電子メールで提出

○住所／〒 075-8711 芦別市北１条東１丁目３番地 ○ファクシミリ／ 22-9696 ※応募用紙を希望

されるかたは、各審議会などの問合先までご連絡ください。市ホームページからダウンロードもできます

応募の
方　法

審議会などの委員を募集しています 


